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告     示 

和歌山県告示第834号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の

規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した介護機関の変更について届出があ

ったので、次のとおり告示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

届出者 

の名称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定事業所 

の 名 称 

指定事業所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 
変更事項 変 更 前 変 更 後 

変 更 

年月日 

ネオグルー

プ株式会社 

大阪府大阪市

西区北堀江一

丁目9-4 

ネオグルー

プ御坊 

御坊市湯川町

小松原380-10 

訪問介護 指定事業所

の所在地 

御坊市湯川

町小松原37

1-5 

御坊市湯川

町小松原38

0-10 

令和 

元.8.1 

株式会社こ

ころ 

岩出市森140-

13 

ヘルパース

テーション

こころ 

岩出市森112-

1 

訪問介護・

介護予防訪

問介護 

指定事業所

の所在地 

岩出市森14

0-13 

岩出市森11

2-1 

令和 

6.3.1 

 

和歌山県告示第835号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項の規定により指定居宅サービス事業者を次のとおり指

定したので、同法第78条第1号の規定に基づき公示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の 

有効期間の 
満 了 の 日 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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30725011

45 

株式会社陽楽 陽楽介護 和歌山県東牟婁郡串本

町串本1325番地5 植

松アパート2号室 

訪問介護 令和 

6.9.1 

令和 

12.8.31 

30722019

93 

リハプライム和歌山

株式会社 

コンパスウォーク東

山 

和歌山県田辺市東山二

丁目31-7 

通所介護 令和 

6.9.1 

令和 

12.8.31 

30725011

37 

株式会社アシストエ

イト 

通所介護事業所元気 和歌山県那智勝浦町宇

久井1730番地243 

通所介護 令和 

6.9.1 

令和 

12.8.31 

 

和歌山県告示第836号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項及び第53条第1項の規定により指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の

規定に基づき公示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指定事業 

者 番 号 

事業者の名称 

又 は 氏 名 
事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

指 定 

年月日 

指 定 の 

有効期間の 
満 了 の 日 

30624901

68 

社会福祉法人三養福

祉会 

訪問看護ステーショ

ン白浜椿の郷 

和歌山県西牟婁郡白浜

町椿481-8 

訪問看護 

 

 

介護予防訪問

看護 

令和 

6.9.1 

 

令和 

6.9.1 

令和 

12.8.31 

 

令和 

12.8.31 

 

和歌山県告示第837号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の

規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり廃止の届出があったので公示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類 
事業者の名称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止 

年月日 

3011000

886 

ほっとステーシ

ョンにじいろ 

橋本市高野口町名

古曽681-1 

生活介護 特定非営利活動

法人いぶき福祉

会 

橋本市高野口町伏

原1075-1 

令和 

6.8.31 

 

和歌山県告示第838号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の

規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり廃止の届出があったので公示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類 
事業者の名称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止 

年月日 

3011000

704 

多機能型事業所

あまいろ 

橋本市隅田町中島

266番地の1 

就労継続支援A型 合同会社あまい

ろ 

橋本市隅田町中島2

66番地の1 

令和 

6.8.31 

 

和歌山県告示第839号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の
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指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の名称 
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3011000

951 

りずむ 橋本市高野口町

名古曽411番地 

生活介護 特定なし 合同会社真和

福祉会 

橋本市高野口町

名古曽411番地 

令和 

6.9.1 

 

和歌山県告示第840号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第1条第1項に規定する救急病院として次の病院を

認定したので、同令第2条第1項の規定により告示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 名称 上山病院 

2 所在地 和歌山市内原998 

3 有効期限 令和9年9月3日 

 

和歌山県告示第841号 

次のように保安林の指定の解除をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の2第1

項の規定により、告示する。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 解除予定保安林の所在場所 有田郡有田川町大字二澤字上二澤南原288の5、293の3 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 解除の理由 指定理由の消滅 

 

和歌山県告示第842号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和6年9月6日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3669 御坊市藤田町吉田字大河原

320番1の一部 

田辺市あけぼの41-18 

株式会社小倉不動産 

代表取締役 小倉大昌 

令和 

6.8.23 

4.10 

～  
5.00 

91.34 

 

    警察本部告示 

和歌山県警察本部告示第8号 

和歌山県指紋情報管理システム賃貸借業務について、一般競争入札により落札者を決定したので、地方

公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号。以下「特例政令」

という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年和歌山県

規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 
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令和6年9月6日 

 和歌山県警察本部長 野 本 靖 之  

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

和歌山県指紋情報管理システム賃貸借業務 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県警察本部警務部会計課 

和歌山市小松原通一丁目1番地1 

3 落札者を決定した日 

令和6年7月12日 

4 落札者の氏名及び住所 

株式会社JECC 

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 

5 落札金額 

月額4,514,840円（うち消費税及び地方消費税の額410,440円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

令和6年5月21日 
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